
2/5 ・ 2/6
（木）（金）

甲府労働基準監督署において
出張相談窓口を開きます

【お問い合わせ先】

山梨働き方改革推進支援センター
〒４００－０８０５
甲府市酒折１－１－１１ 日星ビル４階
電 話 番 号： ０１２０－７５５－０９９
ホームページ： https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/yamanashi/

中小企業小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業（厚生労働省委託事業）

9:00～17:00

【開催場所】：甲府労働基準監督署
〒400-8579 甲府市下飯田2-5-51
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